
議案第１ １８号

ひた ちな か市 議会 の議 決す べき 事件 を定 める 条例 の一 部を 改‾をする

条例制定について

ひた ちな か市議会 の議決す べき 事件 を定 める 条例 の一 部を 改ｊＥす る条 例を ＳＩ」紙の

とお り制 定す る。

令和 ３年 １２ 力　 ２日　 提出

令和　 年　　ｊ 日 議決

ひた ちな か市長　 大　谷

１

明



ひた ちなか市条例第　　号

ひた ちな か市 議会 の議 決す べき 事件 を定 める 条例 の一 部を 改フＥする

条例

ひた ちな か市 議会 の議 決す べき 事件 を定 める 条例 （平 成２ ６年 条例 第２ ４号 ）の

一部 を次 のよ うに 改に する。

第２ 条中 「次 のと おり 」を 「ひ たち なか 市自 立と 協働 のま ちづ くり 基本 条例 （平

成２ ２年 条例 第２ 脣） 第１ ８条 第１ 蘿に 規定 する 総合 計画 のう ちま 木羝想の 策定又

は変 更に 関す るこ と」 に改 め， 回条 各号 を削 る。

付　則

この 条例 は， 令和 ４年 ４１ １日 から 施行 する。

２
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参考資料

ひた ちな か市議会の議決すべき 事件 を定 める 条例 新｜日対照表

旧 新 備考

（議決本件）

第２ 条　議会の議決すべき事件は， 次の とお りと する。

（１ ）　 ひたちなか酊自をと協働のまちづく りＪｌｔふ本をＭ （平收２ ２年を例第

（議決事件）

第２ 条　議会の議決すべき事件は， ひたちなか市自をと協働のまちづく り基本

条例 （平成２ ２年条例第２ 号） 第１ ８条第１ 項に規定する総合計画のう ち某

本構想の策定又は変更 に関する こと とす る。

ｆ

２号）第 １８ 条第 １項 に規定す る総合計画の うち ま本橋をの策 定又は

変更 に関する こと。
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